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まえがき 

この規格は，産業標準化法に基づき，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本

産業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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Smart community infrastructure-Electric power infrastructure- 

Quantitative evaluation of the quality of thermal power infrastructure and 

maturity evaluation for plant operations and management 

 
序文 

この規格は，JIS Y 37160:2022 を基に，火力発電インフラの質を維持及び向上させるためのパフォーマ

ンス並びに運用及び管理のための要求事項に対する達成度の基準を明確にし，その成熟度を評価するため

に作成した日本産業規格である。 

組織は，消費者・使用者のニーズを含めた顧客要求事項及び法的要求事項並びに組織固有の要求事項を

満たす組織の能力を，火力発電インフラの運用及び管理の有効性に焦点を合わせて，組織自身が内部で評

価する又は外部組織が評価するために，この規格を使用することが可能である。 

1 適用範囲 

この規格は，JIS Y 37160:2022 に基づいて，火力発電インフラの質の維持・向上を図ることを目指す電

力会社及び独立系発電事業者（以下，まとめて発電所運用者という。）に適用し，営業運転期間中の火力発

電インフラの質のパフォーマンス，並びに質の高い運用活動及び管理活動の要求事項に対する達成度の基

準及びその成熟度の評価について規定する。 

この規格は，発電所運用者を含む電力事業者，及び関連するステークホルダーに，組織の規模及び運営

の地域を問わず適用可能である。ただし，評価指標の選択及び重要性は，その事業者の特性に依存する。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。この引用規格は，記載の年の版を適用し，その後の改正版（追補を含む。）は適用しない。 

JIS Y 37160:2022 スマートコミュニティインフラストラクチャ－電力インフラ－火力発電インフラ

の質の評価方法並びに運用及び管理のための要求事項 


